
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

温風暖房機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、温風を吹き出して暖房を行う温風暖房機に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来のこの種の温風暖房機は図４１に示すようなものが一般的知られている。
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熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内機には、前
記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機をそれぞれ
を内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み口、上部吹
き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動することで、前記
吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し口を介して
室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前記吸い込み
口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパス用吸い込み口から前記熱交換器を
バイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前部上方へ吹
き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で閉じ
、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする制御手段を
配備した



【０００３】
　以下、その構成について図４１を参照しながら説明する。同図に示すように、シスター
ン１、ボイラ２、ポンプ３から構成された室外機４は、上方に配置した熱交換器５や下方
に配置した送風機６から構成された室内機７と、接続配管８で接続されている。また、前
記室内機７の上部には吸い込み口９が、下部には吹き出し口１０が ている。１１
は室温検出手段を示す。
【０００４】
　この温風暖房機の動作を説明すると、室外機４のボイラ２が動作してポンプ３によって
室内機７に送られてきた温水の温度が所定の温度以上になれば、送風機６が運転を開始し
、室内の空気は上部に設けた吸い込み口９から吸い込まれ、熱交換器５で温水と熱交換し
て加熱されて温風となって下部に設けられた吹き出し口１０から吹き出される。そして、
室温検出手段１１が検出した吸い込み温度が設定温度以上になれば送風機６を停止し、低
くなれば送風機６を再運転することによって室内温度を制御している。さらに、能力制御
や低騒音化や気流感の防止のために、室温検出手段１１で検出した吸い込み温度と設定温
度との差に応じて、強風、弱風、微風というように、吸い込み温度が設定温度に近づくほ
ど風量を小さくしている。
【０００５】
　また、上下吹き出しを切り換えるこの種の温風暖房機としては、特公昭６１－３８７７
７号公報に記載されているようなものがある。この温風暖房機は図４２に示すように、室
内機７の前面には吸い込み口９が形成それ、さらに前面下部と上部には下部吹き出し口１
０ａおよび上部吹き出し口１０ｂがそれぞれ形成されている。そして、前記吸い込み口９
に対向する位置に熱交換器５が設けられ、さらに、この熱交換器５に対応して送風機６が
設けられている。また、下部吹き出し口１０ａ、上部吹き出し口１０ｂにそれぞれ対応し
て設けられた下部ダンパ１２ａ、上部ダンパ１２ｂは吹き出し口切り換え手段としてのダ
ンパモータ１３で切り換えを行う。
【０００６】
　この温風暖房機の動作を説明すると、室内温度が設定温度以下の場合には、ダンパモー
タ１３が動作して、図４２（ａ）に示すように、下部ダンパ１２ａで下吹き出し口１０ａ
を開き、上部ダンパ１２ｂで上吹き出し口１０ｂを閉じ、下吹き出し口１０ａから温風を
吹き出す。また、室内温度が設定温度以上になり暖房運転中断の場合には、図４２（ｂ）
に示すように、ダンパモータ１３が動作して下部ダンパ１２ａで下吹き出し口１０ａを閉
じ、上部ダンパ１２ｂで上吹き出し口１０ｂを開き、上吹き出し口１０ｂから風を吹き出
す。
【０００７】
　上記図４１、図４２に示す従来例の温風暖房機では、室内温度の吸い込み温度が設定温
度に近づくほど風量を小さくしていたため、温風はすぐに上昇し、部屋の温度分布が悪い
ものであった。
【０００８】
　また、図４３は室内機７が設置された部屋の空間の斜視図であり、図４４は図４３のＡ
面における弱風や微風時の温度分布を示したものである。図４５は図４３のＢ、Ｃ面各面
それぞれの、各高さにおいて水平方向の温度の平均を求めて、その分布を示したものであ
る。
【０００９】
　なお、一点鎖線は部屋全体の平均温度である。両図からわかるように弱風や微風のよう
に風量が小さくなると、温風の温度は高くなり、すぐに上昇し、さらに、吸い込み口９が
吹き出し口１０よりも上部にあるため上昇した温風は床面付近に戻ることがないため、温
風暖房機の付近や天井近くは温かいがそれ以外の場所の温度が低くなっている。そのため
、快適な居住空間が狭く、部屋全体を有効に使えないという問題を有していた。
【００１０】
　この課題を解決するために、仮に風量を大きくする（室温が設定温度に近づくと必要暖
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設けられ



房能力が小さくなるので風量を大きくすると温水温度を下げるなどして吹き出し温度を下
げなければならない）と、気流感や冷風感があり、また、騒音も大きくなるので、快適性
が損なわれるという問題がある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　前述したように、室内温度の吸い込み温度が設定温度に近づくほど風量を小さくするよ
うに制御すると、室温の変動に応じて送風機６の回転数が変化し、それに伴って騒音値も
変化するため、耳障りで不快である。
【００１２】
　また、室内温度の吸い込み温度が設定温度以上になって送風機６を停止するため、天井
付近の温度は余り変化しないが、床面温度は比較的速く温度が下がり、すぐに足元が寒く
なる。
【００１３】
　また、上記図４２の従来例の温風暖房機の場合も、基本的には図４１の従来例の温風暖
房機の場合と同様、風量が小さいと部屋の温度分布が悪くなり、風量が大きいと騒音や気
流感や冷風感があるので、快適性が損なわれるという課題がある。
【００１４】
　そこで本発明は上記する従来例の課題を解決することを目的とするものである。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記課題を解決するため、

ものである。
【００１６】
　上記発明によれば暖房負荷が小さい場合、上吹き出し口から吹き出した比較的低温の温
風が、部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく、気流感、冷風感もない、快適
な居住空間を得ることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　本発明は、

ものである。
【００１８】
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熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室
内機を具備し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、
上部送風機、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉さ
れるバイパス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記
下部送風機を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に
変換した後下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送
風機を駆動することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパ
ス用吸い込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出
し口を介して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイ
パス用吸い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開
閉手段で開放状態とする制御手段を配備した

熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備し、前記室内
機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機、下部送風機
をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパス用吸い込み
口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機を駆動するこ
とで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後下部吹き出し
口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動することで前
記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器を通過した空気とバイパス用吸い込み口から前記
熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介して室内機の前
部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉
手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で開放状態とする
制御手段を配備した

上記発明によれば暖房負荷が小さい場合、上吹き出し口から吹き出した比較的低温の温



【００１９】
【実施例】
　以下、本発明の実施例について図面を用いて説明する。
【００２０】
　（実施例１）
　図１（ａ）は本発明の実施例１の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１（ｂ
）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２は上吹き出し風量に対する上下温
度差を示す同温風暖房機の説明図、図３は熱交換器通過風量に対する熱交換器の暖房能力
を示す同温風暖房機の説明図、図４は同温風暖房機の気流説明図、図５は同温風暖房機の
垂直温度分布説明図である。
【００２１】
　図１において、シスターン１、ボイラ２およびポンプ３を順次連結して構成される室外
機４と、熱交換器５を有する室内機７とは接続配管８で接続されている。
【００２２】
　前記室内機７の下部には下部風向変更羽根１２ａを有する下部吹き出し口１０ａと下部
送風機６ａが設けられており、前記室内機７の上部には上部風向変更羽根１２ｂを有する
上部吹き出し口１０ｂと上部送風機６ｂが設けられている。１４は下部送風機６ａと上部
送風機６ｂを駆動する送風機駆動手段１４である。
【００２３】
　また、下部吹き出し口１０ａと上部吹き出し口１０ｂとの間で熱交換器５に対向する位
置に吸い込み口９を設け、この吸い込み口９の上方に熱交換器バイパス用吸い込み口１５
を設ける。
【００２４】
　そして、１６は熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開口面積を変化させる熱交換器バ
イパス用吸い込み口開閉手段である。この熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段１６は
、例えば図１に示すように、上下に移動する遮蔽板１７とこの遮蔽板１７を駆動する遮蔽
板駆動手段１８とから構成されている。
【００２５】
　さらに、１９は送風機駆動手段１４と下部風向変更羽根１２ａと上部風向変更羽根１２
ｂと熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段１６（遮蔽板１７と遮蔽板駆動手段１８）と
を制御する制御手段である。
【００２６】
　次に動作、作用について説明する。
【００２７】
　室内の温度が低く暖房負荷が大きい時や温風を足元に直接当てて暖房したい時には、下
吹き出し状態で暖房を行う。すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き
、上部風向変更羽根１２ｂを閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口
１５を閉じるように制御した後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を
制御することによって、下吹き出し状態を設定する。
【００２８】
　そして、室外機４のボイラ２が動作してポンプ３によって室内機７に送られてきた温水
と、下部送風機６ａによって吸い込み口９から吸い込まれた空気とが、熱交換器５で熱交
換して、吸い込まれた空気は加熱されて温風となって下部吹き出し口１０ａから吹き出さ
れる。
【００２９】
　次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には、上
吹き出し状態で暖房を行う。すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ
、上部風向変更羽根１２ｂを開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口
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風が部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく、気流感、冷風感もない、快適な
居住空間を得ることができるものである。



１５を開くように制御した後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制
御することによって、上吹き出し状態を設定する。
【００３０】
　そして、上部送風機６ｂによって、吸い込み口９と熱交換器バイパス用吸い込み口１５
とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空
気は低温（室温と同じ）である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層とな
って、上部吹き出し口１０ｂから吹き出される。
【００３１】
　図２は、横軸に上吹き状態で吹き出される空気の風量をとり、縦軸に部屋の上下の温度
差（例えば、床上１８００ｍｍでの水平面の平均温度と床上５０ｍｍでの水平面の平均温
度との差）をとって、暖房負荷に見合う暖房能力Ｑで部屋を暖房した場合の風量と部屋の
上下の温度差の関係を示したものである。
【００３２】
　また、図３は、横軸に熱交換器５を通過する風量をとり、縦軸に熱交換器５の暖房能力
をとって、熱交換器５の通過風量と暖房能力の関係を示したものである。
【００３３】
　今、図２において、部屋の上下温度差をＴにするためには風量Ｖが必要である。仮に、
この風量Ｖをすべて熱交換器５に通せば、その時の暖房能力は、図３からわかるように、
Ｑａとなる。
【００３４】
　しかし、この暖房能力Ｑａは、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さいときには、暖房負
荷に見合った暖房能力Ｑよりもかなり大きくなり、部屋の温度が希望する温度よりも高く
なってしまう。
【００３５】
　そこで、上部送風機６ｂによって吸い込む必要のある風量Ｖのうちで、暖房能力Ｑに必
要な風量Ｖｅｘは、吸い込み口９から吸い込む（これは熱交換器５を通過する風量である
）。また、残りの風量（Ｖ－Ｖｅｘ）は、熱交換器バイパス用吸い込み口１５から吸い込
むことになる。
【００３６】
　図４は図４３のＡ面における下吹き出し状態と上吹き出し状態での温風の循環経路を示
したものであり、同図において、実線は上吹き出し状態、点線は下吹き出し状態の循環経
路である。
【００３７】
　同図からわかるように、上吹き出し状態では、上に吹き出した空気の多くが天井面や壁
面に沿って流れ、最終的に、吸い込み口９と熱交換器バイパス用吸い込み口１５とより吸
い込まれるので、温風は部屋全体に広がることがわかる。
【００３８】
　図５は図４３のＢ、Ｃ面各面それぞれにおいて、各高さにおける水平方向の温度の平均
を求めて、その分布を示したものである。
【００３９】
　なお、一点鎖線は部屋全体の平均温度であり、細い実線は図４５で示す従来例の場合で
あり、太い実線は本発明の場合である。
【００４０】
　図５からわかるように従来例と比較して、上下の温度差が少なく、また、部屋全体も均
一である。特に、室内機７と対向する壁付近の床温度は従来例と比べて高くなっているこ
とがわかる。
【００４１】
　（実施例２）
　図６（ａ）は本発明の実施例２の温風暖房機の暖房負荷の大きい場合の下吹き出し状態
を示す構成図、図６（ｂ）は同暖房負荷の小さい場合の下吹き出し状態を示す構成図であ
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る。
【００４２】
　本実施例において、実施例１と異なる点は、暖房負荷が小さい場合においても直接温風
に当たりたい時には下吹き出し状態で暖房を行う構成としていることである。
【００４３】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【００４４】
　次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きい時には、図６（ａ）に
示すように、実施例１と同じ構成の下吹き出し状態で暖房を行う。この場合は実施例１と
同じなので説明は省略する。
【００４５】
　次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さくなり、かつ、温風を足元に直接当てて暖房
したい時には、実施例１と異なり、下吹き出し状態で暖房を行う。
【００４６】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下吹
き出し状態を設定する。
【００４７】
　そして、下部送風機６ａによって、吸い込み口９と熱交換器バイパス用吸い込み口１５
とから空気が吸い込まれる。
【００４８】
　前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空気は低温（室温と同じ）で
ある。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層となって、下部吹き出し口１０
ａから吹き出される。
【００４９】
　図４１で示す従来例の場合、暖房負荷が少なくなり暖房能力を落とすときには単に風量
を減少させていたため、高温の空気はすぐに上昇してしまい部屋の上下の温度差が大きく
なっていた。
【００５０】
　これに対して、本実施例の場合には、熱交換器バイパス用吸い込み口１５から吸い込ま
れた低温の空気が、吸い込み口９から吸い込まれ熱交換器５で高温になった空気を上から
押さえ込むため、下部吹き出し口１０ａから吹き出された温風は床面に沿って遠くまで到
達するので、部屋の上下の温度差は少なくなる。
【００５１】
　（実施例３）
　図７は本発明の実施例３の温風暖房機の上吹き出し状態を示す室内機の構成図、図８は
熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積に対する風量の変化を示す説明図である。
【００５２】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【００５３】
　次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し
暖房の場合には、実施例１と同様であるので説明は省略する。
【００５４】
　次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さいときに行う上吹き出し暖房の場合を説明す
る。すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２
ｂを開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御し
た後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上
吹き出し状態を設定する。
【００５５】
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　そして、上部送風機６ｂによって、吸い込み口９と熱交換器バイパス用吸い込み口１５
とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空
気は低温（室温と同じ）である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層とな
って、上部吹き出し口１０ｂから吹き出される。
【００５６】
　そして、その時の暖房負荷に応じて、制御手段１９は遮蔽板駆動手段１８で遮蔽板１７
を上下に移動させることによって、熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開口面積を変化
させる。
【００５７】
　図８において、横軸に熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開口面積をとり、縦軸に吸
い込み口９を通過する風量（熱交換器５を通過する風量）と熱交換器バイパス用吸い込み
口１５を通過する風量（熱交換器５をバイパスする風量）とをとって、熱交換器バイパス
用吸い込み口１５の開口面積の変化に対する風量の変化を示す。
【００５８】
　図８からわかるように、熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開口面積を閉じた状態か
ら開いていくと、熱交換器バイパス用吸い込み口１５を通過する風量（熱交換器５をバイ
パスする風量）は大きくなり、吸い込み口９を通過する風量（熱交換器５を通過する風量
）は小さくなる。
【００５９】
　また、熱交換器５を通過する風量と熱交換器５の暖房能力とは、図３に示すようになる
。従って暖房負荷に見合った暖房能力Ｑを出そうとすれば、図８において、風量Ｖｅｘと
なる熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開口面積Ａｅｘとなるように設定すればよい。
【００６０】
　図４１で示す従来例の場合には、能力制御をするために、送風機６の回転数を変化させ
ていたので、室温の変動に応じて送風機６の回転数が変化し、それに伴って騒音値も変化
するため、耳障りで不快であった。これに対して、本実施例３の場合は熱交換器バイパス
用吸い込み口１５の開口面積の変化（遮蔽板１７の移動）で能力制御ができるので、騒音
の変動が少ない。
【００６１】
　（実施例４）
　図９は本発明の実施例４の温風暖房機を示す室内機の構成図、図１０は同温風暖房機の
気流説明図、図１１は同温風暖房機の他の実施例の室内機の構成図である。
【００６２】
　本実施例４において、実施例１と異なる点は、吸い込み口９の開閉を行う吸い込み口開
閉手段２０を設けたことであり、この吸い込み口開閉手段２０は、例えば図９に示すよう
に、熱交換器吸い込み口遮蔽板２１とこの熱交換器吸い込み口遮蔽板２１を駆動する熱交
換器吸い込み口遮蔽板駆動手段２２とで構成される。
【００６３】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【００６４】
　次に動作、作用を説明する。室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し
暖房の場合には、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段２２は熱交換器吸い込み口遮蔽板２
１を駆動して、吸い込み口９を開ける。その他については、実施例１と同様であるので説
明は省略する。
【００６５】
　次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には上吹
き出し状態で暖房を行う。この場合も、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段２２は熱交換
器吸い込み口遮蔽板２１を駆動して、吸い込み口９を開ける。
【００６６】
　さらに、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂを
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開き、 遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した後、
上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹き出
し状態を設定する。
【００６７】
　そして、この上吹き出し暖房で暖房していて、さらに室温が上昇し、暖房停止温度にな
れば、熱交換器吸い込み口遮蔽板駆動手段２２は熱交換器吸い込み口遮蔽板２１を駆動し
て、吸い込み口９を閉じる。
【００６８】
　その結果、上部送風機６ｂによって吸い込まれる空気は、熱交換器バイパス用吸い込み
口１５からの空気のみになるので、上部吹き出し口１０ｂから吹き出される空気は室温と
同じ温度となる。
【００６９】
　図１０は図４３のＡ面における上吹き出し状態での温風の循環経路を示したものであり
、同図において、実線は上部吹き出し口１０ｂから吹き出された空気の循環経路である。
また、部屋の上層部（天井付近）には暖かい空気が滞留している。
【００７０】
　上部吹き出し口１０ｂから吹き出された空気は天井付近に到達し、さらに、天井付近で
滞留している暖かい空気を床面まで押し下げ、最終的には、熱交換器バイパス用吸い込み
口１５から室内機７に吸い込まれることによって循環する。
【００７１】
　このように、上部吹き出し口１０ｂから吹き出した空気の多くが天井面や壁面に沿って
流れ、最終的に、熱交換器バイパス用吸い込み口１５より吸い込まれるので、暖房を停止
する場合にも、温風が床面に到達することがわかる。
【００７２】
　図１１は、本発明の実施例４の温風暖房機の他の実施例を示す室内機の構成図である。
図９と異なる点は、熱交換器バイパス用吸い込み口１５の開閉を行う熱交換器バイパス用
吸い込み口開閉手段１６を吸い込み口９の開閉を行う吸い込み口開閉手段２０と兼ねてい
る点である。この場合の動作、作用を説明する。
【００７３】
　室内の温度が低く暖房負荷が大きいときに行う下吹き出し暖房の場合には、実施例１と
同様であるから説明は省略する。
【００７４】
　次に、室内の温度が上昇し暖房負荷が小さい時や直接温風に当たりたくない時には上吹
き出し状態で暖房を行う。この場合も、実施例１と同様であるから説明は省略する。
【００７５】
　そして、この上吹き出し暖房で暖房していて、さらに室温が上昇し、暖房停止温度にな
れば、遮蔽板駆動手段１８は遮蔽板１７を駆動して、吸い込み口９を閉じる。
【００７６】
　その他の作用、効果については図９の場合と同様であるから説明は省略する。
【００７７】
　（実施例５）
　図１２（ａ）は本発明の実施例５の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１２
（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１３は同温風暖房機の室温に対
する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。
【００７８】
　本実施例５において、実施例１と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３と室温
を設定する室温設定手段２４とを設け、この両手段から得られる室温と設定温度とを比較
する室温設定比較手段２５からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段１９を
設けたことである。
【００７９】
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また、



　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
次に動作、作用を説明する。
【００８０】
　暖房運転を開始すると、室温設定比較手段２５は室温検知手段２３から得られた室温と
室温設定手段２４で設定された設定温度とを比較する。そして、室温が設定温度近傍より
も低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを
開き、上部風向変更羽根１２ｂを閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込
み口１５を閉じるように制御した後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１
４を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。
【００８１】
　そして、室外機４のボイラ２が動作してポンプ３によって室内機７に送られてきた温水
と、下部送風機６ａによって吸い込み口９から吸い込まれた空気とが、熱交換器５で熱交
換して、吸い込まれた空気は加熱されて温風となって下部吹き出し口１０から吹き出され
る。
【００８２】
　次に、室温が上昇し、室温設定比較手段２５が室温検知手段２３から得られた室温と室
温設定手段２４で設定された設定温度とを比較し、室温が設定温度近傍なれば、上吹き出
し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【００８３】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【００８４】
　そして、上部送風機６ｂによって、吸い込み口９と熱交換器バイパス用吸い込み口１５
とから空気が吸い込まれる。前者の空気は熱交換器を通過するため高温であり、後者の空
気は低温（室温と同じ）である。両者の空気はある程度混合するが概ね別々の温度層とな
って、上部吹き出し口１０ｂから吹き出される。
【００８５】
　図１３は、横軸に室温をとり、縦軸に下部送風機６ａまたは上部送風機６ｂによって吸
い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって室温に対する上下の吹き出し状態を説明
したものである。
【００８６】
　図１３において、設定温度をＳとし、室温が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を
（Ｓ－Ｔ１）、設定温度近傍の温度範囲を（Ｓ－Ｔ２）から（Ｓ＋Ｔ３）とする。いま、
設定温度が２５℃として、例えば、能力と風量の制御が始まる温度を２１℃で、設定温度
近傍の温度範囲を２４℃から２６℃とする。暖房運転を開始して室温が設定温度近傍の２
４℃から２６℃の温度範囲以下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下
部送風機６ａが駆動される。
【００８７】
　そして、室温が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度２１℃になれば下部送風機６
ａの回転数を落とすことによって能力を減少させる。
【００８８】
　さらに、室温が上昇するにつれて下部送風機６ａの回転数も減少する。室温が２４℃に
なれば、制御手段１９は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機６ｂが駆動
される。そして、室温がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲（２４℃から２６℃）以
上になれば、上部送風機６ｂを停止させる。
【００８９】
　（実施例６）
　図１４（ａ）は本発明の実施例６の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１４
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（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【００９０】
　本実施例６において、実施例５と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３として
熱交換器５の風上側に設けられた吸い込み温度検出手段２６を設けた点である。
【００９１】
　なお、実施例５と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【００９２】
　また、室温検知手段２３として吸い込み温度検出手段２６を用いているので、動作、作
用についても、実施例５と同様である。
【００９３】
　（実施例７）
　図１５（ａ）は本発明の実施例７の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１５
（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【００９４】
　本実施例７において、実施例５と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３として
熱交換器５の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段２７を設け、熱交換器５の吸い込
み温度と吹き出し温度との関係を記憶している吹き出し吸い込み温度記憶部２８を設けた
ことである。
【００９５】
　なお、実施例５と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【００９６】
　次に動作、作用を説明する。
【００９７】
　図１６は横軸に吹き出し温度をとり、縦軸に熱交換器５の吸い込み温度をとって、風量
をパラメータとして、吹き出し温度と吸い込み温度との関係を示したものである。一般に
この種の温風暖房機の場合熱交換器５に入ってくる温水の温度と流量は一定である。
【００９８】
　そして熱交換器５を通過する風量が既知で、吹き出し温度がわかれば吸い込み温度が決
まる。従って風量に対する吹き出し温度と吸い込み温度との関係を予め求めておけば、吹
き出し温度で吸い込み温度がわかることになる。
【００９９】
　従って、室温を検出する場合、吹き出し温度検出手段２７で吹き出し温度を検出し、さ
らに、この信号をもとに、吹き出し吸い込み温度記憶部２８は吸い込み温度を求める。こ
の吸い込み温度が室温となる。
【０１００】
　この他の動作、作用については実施例５と同様であるので説明は省略する。
【０１０１】
　（実施例８）
　図１７（ａ）は本発明の実施例８の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１７
（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１８は同温風暖房機の出口水温
と吸い込み温度との関係を説明する説明図である。
【０１０２】
　本実施例８において、実施例５と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３として
熱交換器５の温水の出口側に設けられた出口水温検出手段２９を設け、熱交換器５の吸い
込み温度と出口水温との関係を記憶している出口水温吸い込み温度記憶部３０を設けた点
である。
【０１０３】
　なお、実施例５と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１０４】
　次に動作、作用を説明する。
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【０１０５】
　図１８は横軸に出口水温をとり、縦軸に熱交換器５の吸い込み温度をとって、風量をパ
ラメータとして、出口水温と吸い込み温度との関係を示したものである。
【０１０６】
　一般にこの種の温風暖房機の場合熱交換器５に入ってくる温水の温度と温水の流量は一
定である。従って、熱交換器５を通過する風量が既知で、出口水温がわかれば吸い込み温
度が決まる。そして風量に対する出口水温と吸い込み温度との関係を予め求めておけば、
出口水温で吸い込み温度がわかることになる。
【０１０７】
　従って、室温を検出する場合、出口水温検出手段２９で出口水温を検出し、さらに、こ
の信号をもとに、出口水温吸い込み温度記憶部３０は吸い込み温度を求める。この吸い込
み温度が室温となる。この他の動作、作用については実施例５と同様であるから説明は省
略する。
【０１０８】
　（実施例９）
　図１９（ａ）は本発明の実施例９の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図１９
（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２０は同温風暖房機の室温と床
面温度との関係を説明する説明図である。
【０１０９】
　本実施例９において、実施例１と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３と室温
を設定する室温設定手段２４とを設け、この両手段から得られる室温と設定温度とを比較
する室温設定比較手段２５を設け、さらに、室温設定手段２４で設定された設定温度によ
る停止および再運転を行った回数を数えるカウンタ３１を設け、このカウンタ３１からの
信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御手段１９を設けたことである。
【０１１０】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１１１】
　次に動作、作用を説明する。
【０１１２】
　暖房運転を開始すると、室温設定比較手段２５は室温検知手段２３から得られた室温と
室温設定手段２４で設定された設定温度とを比較する。そして、室温が設定温度よりも低
ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０１１３】
　次に、室温が上昇してきて設定温度から決まる暖房停止温度に達すると下部送風機６ａ
を停止し、その後室温が下がって設定温度から決まる再起動温度に達すると下部送風機６
ａを運転する。
【０１１４】
　この暖房停止、再起動運転を所定の回数行った後、次に設定温度から決まる再起動温度
に達すると、上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う
。
【０１１５】
　図２０は、横軸に時間をとり、縦軸に室温と床面の温度と上下の吹き出し状態とをとっ
て、時間に対する室温と床温度の関係を説明したものである。
【０１１６】
　図２０からわかるように、暖房運転を開始して室温の上昇速度よりも床面温度の上昇速
度のほうが遅い。だから、暖房の立ち上げにおいては、下吹き出し状態で設定温度からき
まる暖房停止・再起動運転を所定の回数（図２０では３回）行って、床面温度が上昇して
から上吹き出し状態にする。
【０１１７】
　（実施例１０）
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　図２１（ａ）は本発明の実施例１０の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
１（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【０１１８】
　本実施例１０において、実施例９と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３とし
て熱交換器５の風上側に設けられた吸い込み温度検出手段２６を設けた点である。
【０１１９】
　なお、実施例９と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１２０】
　また、室温検知手段２３として吸い込み温度検出手段２６を用いているので、動作、作
用についても、実施例９と同様である。
【０１２１】
　（実施例１１）
　図２２（ａ）は本発明の実施例１１の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
２（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【０１２２】
　本実施例１１において、実施例９と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３とし
て熱交換器５の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段２７を設け、熱交換器５の吸い
込み温度と吹き出し温度との関係を記憶している吹き出し吸い込み温度記憶部２８を設け
たことである。
【０１２３】
　なお、実施例９と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１２４】
　また、吹き出し温度と吸い込み温度との関係は実施例７で説明した図１６と同じであり
、この他の動作、作用については実施例９と同様であるから説明は省略する。
【０１２５】
　（実施例１２）
　図２３（ａ）は本発明の実施例１２の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
３（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【０１２６】
　本実施例１２において、実施例９と異なる点は、室温を検知する室温検知手段２３とし
て熱交換器５の温水の出口側に設けられた出口水温検出手段２９を設け、熱交換器５の吸
い込み温度と出口水温度との関係を記憶している出口水温吸い込み温度記憶部３０を設け
た点である。
【０１２７】
　なお、実施例９と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１２８】
　また、出口水温と吸い込み温度との関係は実施例８で説明した図１８と同じであり、こ
の他の動作、作用については実施例９と同様であるので説明は省略する。
【０１２９】
　（実施例１３）
　図２４（ａ）は本発明の実施例１３の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
４（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２５は同温風暖房機の輻射温
度に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。
【０１３０】
　本実施例１３において、実施例１と異なる点は、輻射温度を検知する輻射温度検知手段
３２と輻射温度を設定する輻射温度設定手段３３とを設け、この両手段から得られる輻射
温度と設定温度とを比較する輻射温度比較手段３４からの信号で吹き出し口の切り換えを
制御する制御手段１９を設けたことである。
【０１３１】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
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【０１３２】
　次に動作、作用を説明する。
【０１３３】
　暖房運転を開始すると、輻射温度比較手段３４は輻射温度検知手段３２から得られた輻
射温度と輻射温度設定手段３３で設定された設定温度とを比較する。そして、輻射温度が
設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口
の切り換えを行う。
【０１３４】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０１３５】
　次に、室温が上昇し、輻射温度比較手段３４が輻射温度検知手段３２から得られた輻射
温度と輻射温度設定手段３３で設定された設定温度とを比較し、輻射温度が設定温度近傍
なれば、上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０１３６】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０１３７】
　図２５は、横軸に輻射温度をとり、縦軸に下部送風機６ａまたは上部送風機６ｂによっ
て吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって輻射温度に対する上下の吹き出し状
態を説明したものである。
【０１３８】
　図２５において、設定温度をＳとし、輻射温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温
度を（Ｓ－Ｒ１）、設定温度近傍の温度範囲を（Ｓ－Ｒ２）から（Ｓ＋Ｒ３）とする。暖
房運転を開始して輻射温度が設定温度近傍の（Ｓ－Ｒ２）から（Ｓ＋Ｒ３）の温度範囲以
下であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機６ａが駆動される。
【０１３９】
　そして、輻射温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度（Ｓ－Ｒ１）になれば下
部送風機６ａの回転数を落とすことによって能力を減少させる。
【０１４０】
　さらに、輻射温度が上昇するにつれて下部送風機６ａの回転数も減少する。輻射温度が
（Ｓ－Ｒ２）になれば、制御手段１９は上吹き出し状態を設定することによって、上部送
風機６ｂが駆動される。
【０１４１】
　そして、輻射温度がさらに上昇し、設定温度近傍の輻射温度範囲（Ｓ－Ｒ２）から（Ｓ
＋Ｒ３）以上になれば、上部送風機６ｂを停止させる。
【０１４２】
　（実施例１４）
　図２６（ａ）は本発明の実施例１４の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
６（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２７は同温風暖房機の壁温度
に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。
【０１４３】
　本実施例１４において、実施例１と異なる点は、壁温度を検知する壁温度検知手段３５
と壁温度を設定する壁温度設定手段３６とを設け、この両手段から得られる壁温度と設定
温度とを比較する壁温度設定比較手段３７からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する
制御手段１９を設けたことである。
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【０１４４】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１４５】
　次に動作、作用を説明する。暖房運転を開始すると、壁温度設定比較手段３７は壁温度
検知手段３５から得られた壁温度と壁温度設定手段３６で設定された設定温度とを比較す
る。
【０１４６】
　そして、壁温度が設定温度近傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手
段１９は吹き出し口の切り換えを行う。すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１
２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂを閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用
吸い込み口１５を閉じるように制御した後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動
手段１４を制御することによって、下吹き出し状態を設定する。
【０１４７】
　次に、壁温度が上昇し、壁温度設定比較手段３７が壁温度検知手段３５から得られた壁
温度と壁温度設定手段３６で設定された設定温度とを比較し、壁温度が設定温度近傍なれ
ば、上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０１４８】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０１４９】
　図２７は、横軸に壁温度をとり、縦軸に下部送風機６ａまたは上部送風機６ｂによって
吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって壁温度に対する上下の吹き出し状態を
説明したものである。
【０１５０】
　同図において、設定温度をＳとし、壁温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を
（Ｓ－ｔ１）、設定温度近傍の温度範囲を（Ｓ－ｔ２）から（Ｓ＋ｔ３）とする。暖房運
転を開始して壁温度が設定温度近傍の（Ｓ－ｔ２）から（Ｓ＋ｔ３）の温度範囲以下であ
れば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機６ａが駆動される。
【０１５１】
　そして、壁温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度（Ｓ－ｔ１）になれば下部
送風機６ａの回転数を落とすことによって能力を減少させる。
【０１５２】
　さらに、壁温度が上昇するにつれて下部送風機６ａの回転数も減少する。壁温度が（Ｓ
－ｔ２）になれば、制御手段１９は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機
６ｂが駆動される。
【０１５３】
　そして、壁温度がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲

以上になれば、上部送風機６ｂを停止させる。
【０１５４】
　（実施例１５）
　図２８（ａ）は本発明の実施例１５の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２
８（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図２９は同温風暖房機の床温度
に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。
【０１５５】
　本実施例１５において、実施例１と異なる点は、床温度を検知する床温度検知手段３８
と床温度を設定する床温度設定手段３９とを設け、この両手段から得られる床温度と設定
温度とを比較する床温度比較手段４０からの信号で吹き出し口の切り換えを制御する制御
手段１９を設けたことである。
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【０１５６】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１５７】
　次に動作、作用を説明する。
【０１５８】
　暖房運転を開始すると、床温度比較手段４０は床温度検知手段３８から得られた床温度
と床温度設定手段３９で設定された設定温度とを比較する。そして、床温度が設定温度近
傍よりも低ければ、下吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換え
を行う。
【０１５９】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０１６０】
　次に、床温度が上昇し、床温度比較手段４０が床温度検知手段３８から得られた床温度
と床温度設定手段３９で設定された設定温度とを比較し、床温度が設定温度近傍なれば、
上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを動作を行う。
【０１６１】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０１６２】
　図２９は、横軸に床温度をとり、縦軸に下部送風機６ａまたは上部送風機６ｂによって
吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって床温度に対する上下の吹き出し状態を
説明したものである。
【０１６３】
　同図において、設定温度をＳとし、床温度が上昇し、能力と風量の制御が始まる温度を
（Ｓ－Ｕ１）、設定温度近傍の温度範囲を（Ｓ－Ｕ２）から（Ｓ＋Ｕ３）とする。暖房運
転を開始して床温度が設定温度近傍の（Ｓ－Ｕ２）から（Ｓ＋Ｕ３）の温度範囲以下であ
れば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機６ａが駆動される。
【０１６４】
　そして、床温度が上昇して、能力と風量の制御が始まる温度（Ｓ－Ｕ１）になれば下部
送風機６ａの回転数を落とすことによって能力を減少させる。
【０１６５】
　さらに、床温度が上昇するにつれて下部送風機６ａの回転数も減少する。床温度が（Ｓ
－Ｕ２）になれば、制御手段１９は上吹き出し状態を設定することによって、上部送風機
６ｂが駆動される。そして、床温度がさらに上昇し、設定温度近傍の温度範囲

以上になれば、上部送風機６ｂを停止させる。
【０１６６】
　（実施例１６）
　図３０（ａ）は本発明の実施例１６の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３
０（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３１は同温風暖房機の暖房負
荷に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である。
【０１６７】
　本実施例１６において、実施例１と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手段
４１とこの暖房負荷検知手段４１からの信号により暖房負荷を積算する暖房負荷積算器４
２と暖房負荷を設定する暖房負荷設定手段４３とを設け、この暖房負荷積算器４２から得
られる暖房負荷と設定負荷とを比較する負荷比較手段４４からの信号で吹き出し口の切り
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換えを制御する制御手段１９を設けたことである。
【０１６８】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１６９】
　次に動作、作用を説明する。
【０１７０】
　暖房運転を開始すると、負荷比較手段４４は暖房負荷検知手段４１からの信号を積算す
る暖房負荷積算器４２から得られた暖房負荷と暖房負荷設定手段４３で設定された設定負
荷とを比較する。
【０１７１】
　そして、暖房負荷が設定負荷近傍よりも大きければ、下吹き出し状態になるように、制
御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０１７２】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０１７３】
　次に、室温が上昇し、負荷比較手段４４が暖房負荷積算器４２から得られた暖房負荷と
暖房負荷設定手段４３で設定された設定負荷とを比較し、暖房負荷が設定負荷近傍であれ
ば、上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０１７４】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０１７５】
　図３１は、横軸に暖房負荷をとり、縦軸に下部送風機６ａまたは上部送風機６ｂによっ
て吸い込まれる風量と上下の吹き出し状態とをとって暖房負荷に対する上下の吹き出し状
態を説明したものである。
【０１７６】
　図３１において、設定負荷をＳとし、暖房負荷が減少し、能力と風量の制御が始まる暖
房負荷を（Ｓ－Ｌ１）、設定負荷近傍の暖房負荷範囲を（Ｓ－Ｌ２）から（Ｓ＋Ｌ３）と
する。暖房運転を開始して暖房負荷が設定負荷近傍の（Ｓ－Ｌ２）から（Ｓ＋Ｌ３）の暖
房負荷範囲以上であれば、下吹き出し状態で暖房を行うことによって、下部送風機６ａが
駆動される。
【０１７７】
　そして、室温が上昇して暖房負荷が小さくなって、能力と風量の制御が始まる暖房負荷
（Ｓ－Ｌ１）になれば下部送風機６ａの回転数を落とすことによって能力を減少させる。
さらに、暖房負荷が減少するにつれて下部送風機６ａの回転数も減少する。
【０１７８】
　暖房負荷が（Ｓ－Ｌ２）になれば、制御手段１９は上吹き出し状態を設定することによ
って、上部送風機６ｂが駆動される。そして、暖房負荷がさらに減少し、設定負荷近傍の
暖房負荷範囲（（Ｓ－Ｌ２）から（Ｓ＋Ｌ３））以下になれば、上部送風機６ｂを停止さ
せる。
【０１７９】
　（実施例１７）
　図３２（ａ）は本発明の実施例１７の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３
２（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３３は同温風暖房機の吹き出
しと吸い込み温度の温度差と暖房能力との関係を示す説明図である。
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【０１８０】
　本実施例１７において、実施例１６と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手
段として熱交換器５の風下側に設けられた吹き出し温度検出手段２７と、熱交換器５の風
上側に設けられた吸い込み温度検出手段２６と、さらに、この吹き出し温度検出手段２７
と吸い込み温度検出手段２６とからの信号によって暖房能力を計算する能力演算器４５を
設けた点である。
【０１８１】
　なお、実施例１６と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１８２】
　図３３は、横軸に吹き出し温度検出手段２７から得られた吹き出し温度と吸い込み温度
検出手段２６から得られた吸い込み温度との温度差をとり、縦軸に暖房能力をとって、風
量をパラメータとして、吹き出し温度と吸い込み温度との温度差と暖房能力の関係を示し
たものである。
【０１８３】
　そして、吹き出し温度検出手段２７で得た吹き出し温度と吸い込み温度検出手段２６で
得た吸い込み温度から、能力演算器４５は暖房負荷を計算するので、動作、作用について
も、実施例１６と同様である。
【０１８４】
　（実施例１８）
　図３４（ａ）は本発明の実施例１８の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３
４（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３５は同温風暖房機の入り口
水温と出口水温の温度差と暖房能力との関係を示す説明図である。
【０１８５】
　本実施例１８において、実施例１６と異なる点は、暖房負荷を検知する暖房負荷検知手
段として熱交換器５の温水入口に設けられた入口水温検出手段４６と、熱交換器５の温水
出口に設けられた出口水温検出手段２９と、熱交換機５の温水の流量を求める温水流量検
出手段４７と、さらに、この入口水温検出手段４６と出口水温検出手段２９と温水流量検
出手段４７とからの信号によって暖房能力を計算する能力演算器４５を設け、この能力演
算器４５で求めた暖房能力が暖房負荷と等しいとした点である。
【０１８６】
　なお、実施例１６と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１８７】
　図３５は、横軸に入口水温検出手段４６から得られた入口水温と出口水温検出手段２９
から得られた出口水温との温度差をとり、縦軸に暖房負荷（暖房能力）をとって、風量を
パラメータとして、入口水温と出口水温との温度差と暖房負荷（暖房能力）の関係を示し
たものである。
【０１８８】
　そして、入口水温検出手段４６から得られた入口水温と出口水温検出手段２９から得ら
れた出口水温との温度差と、温水流量検出手段４７から得た温水流量とから、能力演算器
４５は暖房能力を計算するので、動作、作用についても、実施例１６と同様である。
【０１８９】
　（実施例１９）
　図３６は本発明の実施例１９の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３７は同
温風暖房機の時間に対する上下温度差と吹き出し口切り換え状態を説明する説明図である
。本実施例１９において、実施例１と異なる点は、床付近に設けられた第一の温度検出手
段４８と、天井付近に設けられた第二の温度検出手段４９と、この第一の温度検出手段４
８から得られた床付近温度と第二の温度検出手段４９から得られた天井付近温度との温度
差を演算する温度差演算器５０と、上下温度差を設定する上下温度差設定手段５１と、演
算された前記温度差と上下温度差設定手段５１で設定された設定温度差とを比較する上下
温度差比較手段５２とを設けた点である。
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【０１９０】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０１９１】
　次に動作、作用を説明する。
【０１９２】
　暖房運転を開始すると、温度差演算器５０は、第一の温度検出手段４８から得られた床
面付近温度と、第二の温度検出手段４９から得られた天井付近温度との温度差を演算する
。さらに、この演算された温度差と、上下温度差設定手段５１で設定された上下温度差と
を、上下温度差比較手段５２は比較する。そして、前記演算された温度差が、前記設定さ
れた上下温度差よりも小さければ、下吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出
し口の切り換えを行う。
【０１９３】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０１９４】
　次に、室温が上昇し、前記演算された温度差が、前記設定された上下温度差よりも大き
くなれば、上吹き出し状態になるように、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂを
開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した後
、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹き
出し状態を設定する。
【０１９５】
　図３７は、横軸に暖房運転時間をとり、縦軸に上下温度差と送風手段６の回転数と室温
および上下の吹き出し状態とをとって、暖房運転時間に対する上下の吹き出し状態を説明
したものである。
【０１９６】
　図３７において、運転開始後室温が低い場合には、暖房能力を大きくするために、送風
手段の回転数（風量）を大きくして下吹き状態で暖房を行うので、部屋全体が均一な温度
になり上下の温度差も小さい。
【０１９７】
　そして、室温が上昇して設定された室内温度に近づくと、暖房能力を徐々に小さくする
ために、送風手段の回転数を徐々に小さくして風量を少なくしていくので、部屋の上下の
温度差は逆に大きくなっていく。室温が上昇し、上下温度差が図３７に示す設定上下温度
差以上になれば、上吹き出し状態で暖房を行う。
【０１９８】
　このようにすれば、図３７に示す一点鎖線のように上下温度差は小さくなる。もし仮に
、上下温度差が設定上下温度差以上になっても下吹き出し状態で暖房を行うと、図３７に
点線で示すように部屋の上下の温度差は大きくなっていく。
【０１９９】
　（実施例２０）
　図３８は本発明の実施例２０の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図３９は同
温風暖房機の時間に対する床面温度の変化と吹き出し口切り換え状態を説明する説明図で
ある。
【０２００】
　本実施例２０において、実施例１と異なる点は、暖房運転開始からの時間を積算するタ
イマ５３と、予め設定された設定時間を記憶している時間記憶部５４と、前記タイマ５３
から得られた積算時間と前記時間記憶部５４で設定された設定時間とを比較する時間比較
手段５５とを設けたことである。
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【０２０１】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０２０２】
　次に動作、作用を説明する。
【０２０３】
　暖房運転を開始すると、タイマ５３は運転時間を積算する。さらに、所定の時間毎に、
この積算時間と時間記憶部５４で設定された設定時間とを時間比較手段５５は比較する。
そして、前記積算時間が前記設定時間よりも小さければ、下吹き出し状態になるように、
制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０２０４】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０２０５】
　次に、前記積算時間が前記設定時間よりも大きくなれば、上吹き出し状態になるように
、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０２０６】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０２０７】
　図３９は、横軸に運転開始からの積算時間をとり、縦軸に室温と床面温度および上下の
吹き出し状態とをとって、暖房運転時間に対する上下の吹き出し状態を説明したものであ
る。
【０２０８】
　図３９からわかるように、床面温度は室温に比べてゆっくりと上昇するので、図３７に
おける設定時間を予め決めておけば、床面温度も十分上昇する。
【０２０９】
　従って暖房運転時間が設定時間よりも小さければ（床面温度が低ければ）下吹き出し状
態で暖房を行い、暖房運転時間が設定時間よりも大きくなれば（床面温度が高ければ）上
吹き出し状態で暖房を行う。
【０２１０】
　（実施例２１）
　図４０（ａ）は本発明の実施例２１の下吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図、図４
０（ｂ）は同上吹き出し状態の温風暖房機を示す構成図である。
【０２１１】
　本実施例２１において、実施例１と異なる点は、上または下吹き出し暖房の選択を行う
上下吹き出し口切り換え選択スイッチ５６を設けた点である。
【０２１２】
　なお、実施例１と同一符号の部分は同一構成を有し、説明は省略する。
【０２１３】
　次に動作、作用を説明する。
【０２１４】
　暖房運転をしている時に、上下吹き出し口切り換え選択スイッチ５６で下吹き出し暖房
が選択されると、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０２１５】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを開き、上部風向変更羽根１２ｂ
を閉じ、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を閉じるように制御し
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た後、下部送風機６ａが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、下
吹き出し状態を設定する。
【０２１６】
　次に、暖房運転をしている時に、上下吹き出し口切り換え選択スイッチ５６で上吹き出
し暖房が選択されると、制御手段１９は吹き出し口の切り換えを行う。
【０２１７】
　すなわち、制御手段１９は、下部風向変更羽根１２ａを閉じ、上部風向変更羽根１２ｂ
を開き、さらに、遮蔽板１７で熱交換器バイパス用吸い込み口１５を開くように制御した
後、上部送風機６ｂが回転するように送風機駆動手段１４を制御することによって、上吹
き出し状態を設定する。
【０２１８】
　
【０２１９】
　

【０２２０】
　

【０２２１】
　

【０２２２】
　

【０２２３】
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以上説明した各実施例の技術的意義を総括すれば以下の通りとなる。

（１）下部に設けて前方に吹き出す下部吹き出し口と、上部に設けて上方に吹き出す上
部吹き出し口と、前記下部吹き出し口と上部吹き出し口との間に位置する吸い込み口と、
前記下部吹き出し口に設けた下部風向変更羽根と、前記上部吹き出し口に設けた上部風向
変更羽根とを有す風回路と、前記吸い込み口に設けられた熱交換器と、送風機と、前記送
風機を駆動する送風機駆動手段と、前記吸い込み口と前記上部吹き出し口との間に設けら
れた熱交換器バイパス用吸い込み口と、前記熱交換器バイパス用吸い込み口の開閉を行う
熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段とを備え、暖房負荷の大小に応じて、前記送風機
駆動手段と前記下部風向変更羽根と前記上部風向変更羽根と前記熱交換器バイパス用吸い
込み口開閉手段とを制御する制御手段を設けているので、上部吹き出し口から吹き出した
温風が、天井面に達して全体に広がり、さらに、壁面に沿って降下し床面に達した後、床
面に沿って流れ、吸い込み口及び熱交換機バイパス用吸い込み口から吸い込まれるため、
部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋全体に広がるので気流感、冷風感もなく、快適な
居住空間を得ることができる。

（２）下吹き出し暖房を行う場合で、暖房負荷の大きい時には熱交換器バイパス用吸い
込み口開閉手段で熱交換器バイパス用吸い込み口を閉じ、暖房負荷の小さい時には熱交換
器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器バイパス用吸い込み口を開くように制御する
制御手段を設けているので、暖房負荷の小さい時には、熱交換器バイパス用吸い込み口か
ら吸い込まれた冷たい空気が熱交換器を通過してきた高温の空気を押さえ込むため、温風
が部屋全体に広がるので、部屋の上下温度差が小さく快適な居住空間を得ることができる
。

（３）上吹き出し暖房を行う場合の能力制御時に、熱交換器バイパス用吸い込み口開閉
手段で熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積を変化させるように制御する制御手段を
設けているので、熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段で熱交換器を通過する風量を制
御できるため、騒音の変動が少ない。

（４）上吹き出し暖房を行う場合に室温が設定温度以上になれば、吸い込み口を閉じる
吸い込み口開閉手段を設けているので、天井面付近に滞留している暖かい空気を床面に押
し下げ、さらに、熱交換器バイパス用吸い込み口から吸い込まれるので、暖房停止時にも
床面付近の温度が下がらず、快適な居住空間を得ることができる。

（５）室温検知手段、室温設定手段、前記室温検知手段から得られた室温と前記室温設
定手段で設定された設定温度とを比較する室温設定比較手段を有し、室温が設定温度近傍
よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、設定温度近傍では上吹き出し口か
ら温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有しているので、設
定温度よりも室温が低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し床面や壁面を十分暖め



【０２２４】
　

【０２２５】
　

【０２２６】
　

【０２２７】
　

【０２２８】
　

【０２２９】
【発明の効果】
　本発明の温風暖房機は、
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た後、上吹き出し口から温風を吹き出すため、部屋全体を上下温度差の少ない希望した室
温に保つことができる。

（６）室温検知手段、室温設定手段、前記室温検知手段から得られた室温と前記室温設
定手段で設定された設定温度とを比較する室温設定比較手段を有し、暖房の起動時に室温
が設定温度よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、室温設定手段で設定さ
れた設定温度による運転および停止を所定の回数行った後に、上吹き出し口から温風を吹
き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有するので、暖房の起動時に室
温が設定温度よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、室温設定手段で設定
された設定温度による運転および停止を所定の回数行った後に上吹き出し口から温風を吹
き出すため、床面や壁面温度が十分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室温に保つことが
できる。

（７）床温度検知手段、床温度設定手段、前記床温度検知手段から得られた床温度と前
記床温度設定手段で設定された設定温度とを比較する床温度比較手段を有し、床温度が設
定温度近傍よりも低いときには下吹き出し口から温風を吹き出し、設定温度近傍では上吹
き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有してい
るので、床設定温度よりも床温度が低いときには下吹き出し口から温風を吹き出した後に
上吹き出し口から温風を吹き出すため、床面が十分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室
温に保つことができる。

（８）床付近に設けられた第一の温度検出手段と、天井付近に設けられた第二の温度検
出手段と、前記第一の温度検出手段と第二の温度検出手段から得られた温度差を演算する
温度差演算器とを備え、さらに、演算された前記温度差が予め設定された設定温度差より
大きい場合には下吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御し、
演算された前記温度差が予め設定された設定温度差より小さい場合には上吹き出し口から
温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御する制御手段を有するので、下吹き出
し口から温風を吹き出す暖房で室温が設定温度に近づき、風量を減少し、部屋の上下温度
差が大きく（暖房負荷が小さい）なってから、上吹き出し口から温風を吹き出すため、上
下温度差の少ない快適な部屋に保つことができる。

（９）暖房運転開始からの時間を積算するタイマと、前記タイマから得られた積算時間
と予め設定された設定時間とを比較する時間比較手段とを備え、前記積算時間が前記設定
時間以上になれば、上吹き出し口から温風を吹き出すように吹き出し口の切り換えを制御
する制御手段を有するので、暖房の起動時の室温が低いときには、所定の時間、下吹き出
し口から温風を吹き出した後に、上吹き出し口から温風を吹き出すため、床面や壁面を十
分暖かく、かつ、部屋全体を希望した室温に保つことができる。

（１０）上下吹き出し口切り換え選択スイッチを有するので、急速に部屋を暖房したい
時や直接温風に当たって採暖をしたい時には、温風暖房機の使用者は上下吹き出し口切り
換え選択スイッチで下吹き出し暖房を選択すれば、部屋の温度は速く上昇するし、また、
直に体に温風を当てて暖まることができる。逆に、気流感が気になり、温風に当たりたく
ない時や部屋全体を均一に暖めたい時には、温風暖房機の使用者は上下吹き出し口切り換
え選択スイッチで上吹き出し暖房を選択すれば、部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋
全体に広がるので気流感、冷風感もなく、快適な居住空間を得ることができる。

熱源となる室外機、および温風吹き出し部となる室内機を具備
し、前記室内機には、前記室外機から搬送されてきた熱を放散する熱交換器、上部送風機
、下部送風機をそれぞれを内設するとともに、吸い込み口、開閉手段で開閉されるバイパ



【図面の簡単な説明】
【図１】　（ａ）本発明の実施例１における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２】　同温風暖房機の上吹き出し風量に対する上下温度差を示す説明図
【図３】　同温風暖房機の風量に対する熱交換器能力を示す説明図
【図４】　同温風暖房機の気流説明図
【図５】　同温風暖房機の垂直温度分布説明図
【図６】　（ａ）本発明の実施例２における温風暖房機の暖房負荷の大きい場合の下吹き
出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の暖房負荷の小さい場合の下吹き出し状態を示す構成図
【図７】　本発明の実施例３における温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図８】　同温風暖房機の熱交換器バイパス用吸い込み口の開口面積の変化に対する風量
変化を示す説明図
【図９】　本発明の実施例４における温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図１０】　同温風暖房機の気流説明図
【図１１】　同温風暖房機の他の実施例を示す構成図
【図１２】　（ａ）本発明の実施例５における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図１３】　同温風暖房機の室温に対する吹き出し口切り換え状態を説明する説明図
【図１４】　（ａ）本発明の実施例６における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図１５】　（ａ）本発明の実施例７における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図１６】　同温風暖房機の吹き出し温度と吸い込み温度との関係を説明する説明図
【図１７】　（ａ）本発明の実施例８における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図１８】　同温風暖房機の出口水温と吸い込み温度との関係を説明する説明図
【図１９】　（ａ）本発明の実施例９における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２０】　同温風暖房機の室温と床面温度の時間変化を説明する説明図
【図２１】　（ａ）本発明の実施例１０における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２２】　（ａ）本発明の実施例１１における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２３】　（ａ）本発明の実施例１２における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
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ス用吸い込み口、上部吹き出し口、下部吹き出し口をそれぞれ形成して、前記下部送風機
を駆動することで、前記吸い込み口から吸い込まれた空気を熱交換器で温風に変換した後
下部吹き出し口を介して室内機の前部下方へ吹き出すようにし、また、上部送風機を駆動
することで前記吸い込み口から吸い込まれ、熱交換器で加熱された温風とバイパス用吸い
込み口から前記熱交換器をバイパスして吸い込まれ空気とを混合して上部吹き出し口を介
して室内機の前部上方へ吹き出すように、さらに、下部送風機の駆動時にはバイパス用吸
い込み口を開閉手段で閉じ、上部送風機の駆動時にはバイパス用吸い込み口を開閉手段で
開放状態とする制御手段を配備したものであるから、上部吹き出し口から吹き出した温風
が、天井面に達して全体に広がり、さらに、壁面に沿って降下し床面に達した後、床面に
沿って流れ、吸い込み口及び熱交換器をバイパスする用バイパス吸い込み口から吸い込ま
れるため、部屋の上下温度差が小さく、気流が部屋全体に広がるので気流感、冷風感もな
く、快適な居住空間を得ることができる。



　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２４】　（ａ）本発明の実施例１３における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２５】　同温風暖房機の輻射温度に対する吹き出し状態を示す説明図
【図２６】　（ａ）本発明の実施例１４における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２７】　同温風暖房機の壁温度に対する吹き出し状態を示す説明図
【図２８】　（ａ）本発明の実施例１５における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図２９】　同温風暖房機の床温度に対する吹き出し状態を示す説明図
【図３０】　（ａ）本発明の実施例１６における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図３１】　同温風暖房機の暖房負荷に対する吹き出し状態を示す説明図
【図３２】　（ａ）本発明の実施例１７における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図３３】　同温風暖房機の吹き出しと吸い込みの温度差と暖房負荷との関係を示す説明
図
【図３４】　（ａ）本発明の実施例１８における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図３５】　同温風暖房機の入口と出口水温の温度差と暖房負荷との関係を示す説明図
【図３６】　本発明の実施例１９における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
【図３７】　同温風暖房機の暖房運転時間に対する室温と上下温度差の変化を示す説明図
【図３８】　本発明の実施例２０における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成図
【図３９】　同温風暖房機の暖房時間に対する室温と床面温度の変化を示す説明図
【図４０】　（ａ）本発明の実施例２１における温風暖房機の下吹き出し状態を示す構成
図
　（ｂ）同温風暖房機の上吹き出し状態を示す構成図
【図４１】　第一の従来例における温風暖房機の構成図
【図４２】　第二の従来例における温風暖房機の構成図
【図４３】　第一の従来例における温風暖房機の温度分布説明用の部屋の斜視図
【図４４】　同温風暖房機の吹き出し温度の分布説明図
【図４５】　同温風暖房機の垂直温度分布説明図
【符号の説明】
　５　熱交換器
　６　送風機
　９　吸い込み口
　１０ａ　下部吹き出し口
　１０ｂ　上部吹き出し口
　１２ａ　下部風向変更羽根
　１２ｂ　上部風向変更羽根
　１４　　送風機駆動手段
　１５　熱交換器バイパス用吸い込み口
　１６　熱交換器バイパス用吸い込み口開閉手段
　１９　制御手段
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　２３　室温検知手段
　２４　室温設定手段
　２５　設定温度比較手段
　３２　輻射温度検知手段
　３３　輻射温度設定手段
　３４　輻射温度比較手段
　３８　床温度検知手段
　３９　床温度設定手段
　４０　床温度比較手段
　４８　第一の温度検出手段
　４９　第二の温度検出手段
　５０　温度差演算器
　５３　タイマ
　５５　時間比較手段
　５６　上下吹き出し口切り換え選択スイッチ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】 【 図 ３ ６ 】
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【 図 ３ ７ 】 【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】 【 図 ４ ０ 】
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【 図 ４ １ 】 【 図 ４ ２ 】

【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】

【 図 ４ ５ 】
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